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応募書類等のとりまとめ方法について

≪はじめに≫
科学研究費の応募書類のとりまとめに関して公募要領に記載している事項は、応募書類を受理して

から審査に付すまでの処理作業を正確かつ迅速に行うためのものです。
平成１８年度実績では、日本学術振興会審査分のみで応募件数は約８万件、研究計画調書の部数は

５７万部以上になりました。１研究機関でも正しくとりまとめていなかったり、１部でも研究計画調
書の部数が不足していたり、塗色漏れなどがあると、その都度作業を中断することになり、審査スケ
ジュール全体に影響が出てしまいます。以下の例を参考に、誤りなくとりまとめてご提出くださいま
すようお願いします。

※ の例については、半蔵門大学が次の種目に応募するものとします。第１種科研費
・特定領域研究（新規の研究領域 ・・・特定領域計画書 ：１件）
・特定領域研究（継続の研究領域 ・・・計画研究（新規 ：１件） ）

公募研究（新規 ：２件）
計画研究（継続 ：２件）

※ の例については、半蔵門大学(機関番号： )が次の種目・審査区分第２種及び第３種科研費 12680
に応募するものとします。

・基盤研究(Ｃ)：１８件
※本例では、詳細に説明する際は、基盤研究(Ｃ)を例とすることとし、

細目番号：１０１１Ａ：２件 ４００１：１件
１０１１Ｂ：１件 ４３０２：１件
２１０３Ｂ：２件 ６００２：１件
２３０２Ａ：１件 ６９０１①：２件
２９０１：１件 ６９０１②：２件
３６０４：１件 ９０２７：３件

への応募とします。
・萌芽研究：１０件
・若手研究(Ａ)：３件
・若手研究(Ｂ)：９件

※本文中 「文科省公募要領」と 「学振公募要領」と 「 電子申請システム』の所属研究機関担、 、 、『
当者向け操作手引（簡易版 」を「操作手引」と略しています。）

※本例において、細目番号など特に大きな文字等で記入している箇所がありますが、当該箇所の説
明のポイントとして強調したためですので、実際に作成する際に特段強調して記入する必要はあ
りません。

※基盤研究（Ｓ （Ａ （Ｂ）については、紙媒体での提出の必要はありませんが「電子申請シス） ）
テム」での承認－提出（送信）等の操作が必要です。

≪目次≫

第１種科研費
１． 「特定領域計画書」の確認（文科省分）
２． 「研究計画調書」の確認（文科省分）
３． 「研究計画調書」ごとのまとめ（文科省分）

）４． 「研究計画調書」の取りまとめ（文科省分

第２種及び第３種科研費
５． 「研究計画調書」の確認（学振分）
６． 「研究計画調書」ごとのまとめ（学振分）
７． 「研究計画調書」の取りまとめ（学振分）

共通
８． その他の必要書類の作成等
９． 梱包
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